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発 表 項 目

北海道動物愛護推進員の募集について

（ 行 事 名 ）

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

道では、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、犬猫等の動物の

概 要 愛護や正しい飼い方について、道民の理解を深めるための活動をボランティ

アで行う「北海道動物愛護推進員」を委嘱しており、今年度は次のとおり募

集します。（隔年募集のため、来年度の募集予定はありません。）

応募要件 道内（札幌市､旭川市､函館市及び石狩市を除く）在住の18歳以上

の方で、動物愛護と適正飼養の推進に熱意と識見を有し、動物愛

護行政の推進に協力する意欲のある方。（資格･経験不問）

募集人数 １７０名

委嘱期間 委嘱日(令和元年(2019年)11月頃予定)から令和３年(2021年)10月

末まで（ボランティアであり、謝金等は支給されません。）

応募方法 各(総合)振興局に備えている応募書に必要事項を記載の上、各(総

合)振興局保健環境部環境生活課に提出。（郵送･FAX可）

応募締切 令和元年(2019年)９月30日(月)必着

参 考 札幌市、旭川市、函館市については、「動物の愛護及び管理に関する法律」

に基づき、各市が独自に動物愛護推進員を委嘱することとされておりますの

で、対象外となります。

また、石狩市については、道の事務を市に委譲しているため対象外となり

ます。

報 道 ( 取 材 ) 広く道民へのＰＲをお願いいたします。

に 当 た っ て

の お 願 い

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 (場所)

と の 関 係 同 時 レ ク 道政記者クラブ及び各(総合)振興局記者クラブにおいて

も、同日資料配付を行う。

担 当 環境生活部環境局生物多様性保全課動物管理グループ（担当者：山中）

（ 連 絡 先 ） ＴＥＬ ダイヤルイン ０１１－２０４－５２０５（内線 ２４－３８２）

日高振興局保健環境部環境生活課 担当：環境生活課長 田森 吉雄

自然環境係長 村上 秀樹

ＴＥＬ ０１４６－２２－９２５４（内線 ６－６１０－２９８２）



 

 

 

 

 北海道では、道内（※札幌市､旭川市､函館市及び石狩市を除く｡）における動物の愛護と管理を推進

するため、動物の愛護及び管理に関する法律（以下｢動物愛護法｣という｡）第38条の規定に基づき動物

愛護推進員を委嘱しており、ボランティアとして、犬猫等の動物の愛護や正しい飼い方について、道民

の理解を深めるための活動を担っていただいています。なお、ボランティアとして活動いただくため、

謝金等は支給されません。 

 第７期動物愛護推進員の委嘱期間の終了に伴い、第８期動物愛護推進員を募集します。 

動物愛護の推進に熱意があり、道の施策にご協力いただける方の応募をお待ちしています。 
  ※ 動物愛護推進員は、動物愛護法により都道府県知事、指定都市及び中核市の長が委嘱することができるとされているため、札幌市、 

旭川市及び函館市の方は、対象外となります。また、石狩市においては委嘱の事務を委譲しているため、対象外となります。 

 

 <主な活動内容> 

① 行政が行う動物愛護イベントへの協力 

② 保健所に収容された犬猫の譲渡事業（新しい飼い主探し）への協力 

③ 災害時における犬猫の避難･保護への協力 

④ 犬猫の避妊去勢手術や適正な飼育について、飼い主などへの助言 

 

       

 
１ 募集内容 

（１）次の３区分で、全道で170名を各(総合)振興局単位で募集します。 

① 一般の方（資格、経験は問いません。） 

② 犬猫等の動物に関する資格を有する方又は犬、猫等の動物に直接かかわる仕事をされている方 

・資格は、動物の愛護及び適正飼養等に関する知識の修得が必要となる｢獣医師｣､｢愛玩動物飼養 

管理士｣､｢ドッグトレーナー｣等で、種類は問いません。 

・犬猫等の動物に直接かかわる仕事には、ペット用品のみを取り扱う仕事は含みません。 

③ 市町村から紹介を受けた方 

（２）区分ごとに募集の定員を設けていますが、委嘱後は募集区分による区別はありません。 

（３）任期は、委嘱の日(令和元年(2019年)11月中を予定)から令和3年(2021年)10月までの約２年間で

す。 

 

２ 応募要件 （次の要件をすべて満たす方が対象となります。） 

  ① 北海道内（札幌市､旭川市､函館市及び石狩市を除く｡）に居住し、18歳以上の方 

② 動物の愛護と適正な飼養の普及啓発に熱意と識見を有し、動物愛護行政に協力する意欲のある

方 

③ 動物愛護法、狂犬病予防法、北海道動物の愛護及び管理に関する条例及び市町村の動物関係条

例の規定を遵守している方 

 

 

 

１ 応募方法  裏面応募用紙に必要事項をご記入の上、最寄りの(総合)振興局保健環境部環境生活課

あてに提出してください。（郵送・FAXも可） 

２ 選考結果  各(総合)振興局で選考を行い、結果を応募者全員にお知らせします。 

選考された方には、委嘱の承諾書を提出していただき、各(総合)振興局が行う１日間

の研修会に参加していただいた後に、「北海道動物愛護推進員の証」を交付します。 

 

 

 

１ 応募締切    令和元年９月３０日(月) 必着 

 

２ 応募先・問合せ先  (総合)振興局保健環境部環境生活課 

北海道動物愛護推進員を募集します 
動 物 愛 護 推 進 員 と は 
募集内容・応募要件など 
応募締切・応募先  

応募方法等  



 動物愛護  適正飼養 
 

効果的な普及啓発 

犬、猫等の動物の飼い主 

 

道（動物愛護監視員） 市  町  村 

動物愛護推進員（道民） 知事の委嘱 

 

北海道動物愛護推進員制度のイメージ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                           

     

 

 

 

 

 

 

人 と 動 物 が 共 生 す る 社 会 づ く り の 推 進 

○ 道 民 の 動 物 愛 護 意 識 の 高 ま り  

○ 動 物 の 飼 育 放 棄 等 の 減 少  

○ 動物の飼育を巡るトラブルの減 少  

人への迷惑防止 動物の健康と安全の保持 

終生飼養 飼い主明示 

不妊・去勢措置の実施による無計画な繁殖防止 

１ 動物愛護管理法や条例による飼い主の責務 

 

 

 

２ 北海道における動物愛護の現状と課題 

 
★ 飼 い 主 責 務 の 普 及 啓 発  

 

★ 飼 育 モ ラ ル の 向 上 
 

○飼育放棄等による犬猫の引取り     年間 ３，０００頭以上 （うち、約１割が殺処分） 

○犬猫の放し飼い・放浪・糞尿等の苦情     年間 ３００件以上 ※ 各(総合)振興局受理分 

現

状 

課

題 

動物由来感染症の予防 

動物愛護の推進に関心のある道民と行政が協働して普及啓発活動 

３ 動物愛護推進員制度 


